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          ダム湖に面する集落（大崩島）                     合掌造り集落（菅沼） 

１  景観計画策定の背景と目的 
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１．基本目標 

「豪雪と豊かな自然、固有の歴史文化に抱かれた魅力あふれる五箇山」 

２．基本方針 

Ⅰ 地形・自然・歴史の奥行きと広がりを映し出す多様な景観資源を活かした景観づくり 

Ⅱ 歴史的資産と調和し、観光その他産業の活力を後押しする景観づくり 

Ⅲ 五箇山の生活と文化が感じられる素朴で優しい景観づくり 

３．景観計画区域 

４．重点景観形成地区の指定 

５.公共事業の景観づくりに関する方針 

（１）「富山県公共事業の景観づくり指

針」の準用 

（２）国・県等との連携による景観づくり 

２  基本目標・基本方針 / 景観計画区域・重点景観形成地区 

世界遺産の緩衝地帯と景観計画区域 
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（１）集落エリア 
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◆景観づくりの方針 【集落エリア】 

○集落を特徴づける歴史的資産や耕作地等からなる山村の原風景を保全・育成します。 

○周辺の山並みや庄川などの河川が形づくる五箇山らしい自然景観や、歴史的資産との調和に配慮しながら、空き家
や耕作放棄地等の活用を図り、生活の息づかいの伝わる魅力ある集落景観を育成します。  

 
（２）町並みエリア 
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◆景観づくりの方針 【町並みエリア】 

○周辺の山並みや庄川などの河川が形づくる五箇山らしい自然景観や、歴史的資産との調和に配慮しながら、空き家
や空き店舗等の活用を図り、風格と活気のある景観を育成します。 

○五箇山の拠点地域に相応しい、素朴で落ち着いた意匠・形態と色調の連続性に配慮した町並みの形成を図ります。  

 

（３）自然エリア 
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３  景域区分と景域毎の景観づくりの方針 
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◆景観づくりの方針 【自然エリア】 
○急峻な山並みと原生林等が形づくる五箇山らしい山林景観を保全します。 

○伐採を伴う開発行為等や林業・里山の維持管理に必要な林道等の施設整備は、最小限にとどめ法面等の整備も含
め景観に配慮します。 

○山林に含まれる茅場については、保全・再生に向けた取り組みを進めます。 

○庄川などの自然河川とダム湖や橋梁などの人工構造物が融合した五箇山らしい河川景観を保全・育成します。  

○河川で行われる新たな架橋や橋の更新、護岸・堰堤、砂防施設、水路、発電関連施設、砂利採取関連施設等の整
備は、周辺の自然景観との調和に配慮します。 

 

 

【景域区分図】 

集落エリア 

町並みエリア 自然エリア 
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４  景観づくりの基準 
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１．届出対象行為 

景観づくりに支障を及ぼすおそれのある行為の区分 届出を要する規模 

建築物 

新築又は移転 
・高さ 10ｍ超 
又は 
・建築面積 30 ㎡超 

増築又は改築 

・高さ 10ｍ超 
又は 
・建築面積 30 ㎡超 
 かつ  
 増築又は改築に係る建築面積 10 ㎡超 

外観変更 
・規模が上欄に該当 
かつ 
・変更が外観面積の 1/2 超 

工作物 

新
増
改
築
移
転 

・煙突、排気塔その他 
・装飾塔、記念塔、物見塔、風車その他 
・彫像、記念碑その他 
・高架水槽、冷却塔その他 
・電波塔、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他 

・高さ 10ｍ超 
※但し、建築物と一体となっている場合 
 地盤面から当該工作物の上端までの高さ 10ｍ超 
 かつ 
 工作物自体の高さ 5ｍ超 

電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路
の支持物 

・高さ 30ｍ超 

垣、さく、塀、擁壁その他 
・高さ 5ｍ超 
かつ 
・長さ 10ｍ超 

・観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、
メリーゴーラウンドその他 
・コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラ
ッシャープラントその他 
・自動車車庫の用に供する立体的施設 
・石油、ガス、飼料、穀物その他を貯蔵する施設 
・ゴミ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他 
・太陽光発電設備等 

・高さ 10ｍ超 
※但し、建築物と一体となっている場合 
 地盤面から当該工作物の上端までの高さ 10ｍ超 
 かつ 
 工作物自体の高さ 5ｍ超 
又は 
・築造面積 30 ㎡超 
※増改築の場合 
 築造面積 30 ㎡超 
 かつ  
 増築又は改築に係る築造面積 10 ㎡超 

外観変更 
・規模が上欄に該当 
かつ 
・変更が外観面積の 1/2 超 

広告物 

新増改築移転 

・高さ 10ｍ超 
又は 
・表示面積 10 ㎡超 
※増改築の場合 
 表示面積 10 ㎡超 
 かつ  
 増築又は改築に係る表示面積 5 ㎡超 

外観変更 
・規模が上欄に該当 
かつ 
・変更が外観面積の 1/2 超 

宅地造成その他土地の区画形質の変更 

・面積 1,000 ㎡超 
かつ 
・法面の高さ 5ｍ超 
かつ 
・法面の長さ 10ｍ超 

土石の採取 

・面積 3,000 ㎡超 
かつ 
・法面の高さ 5ｍ超 
かつ 
・法面の長さ 10ｍ超 

車道の開設 ・長さ 500ｍ超 

森林・木竹の伐採 ・面積 3,000 ㎡超 

土石、再生資源等の堆積 
・面積 3,000 ㎡超 
かつ 
・堆積の高さ 3ｍ超 

５  届出制度 
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２．届出の手続 

（１）届出制度の開始 

（２）届出の期限 

 

【届出の流れ】 （   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不承知 承知 

適合判断 

⑤適合通知 
[届出行為に係る適合通知書] 

 

不適合 

適合 

①事前相談（任意） 

 

②行為の届出 

[景観計画区域内行為届出書] 

 

届出内容の修正 届出の受理 

③景観保全部会※３への照会 

勧告・公表案件 

 

南砺市五箇山

景観審議会※４

へ諮問 

④指導・助言 

 又は勧告 

 

⑥公表 

⑤行為の着手 

 



 

 

 

１．五箇山景観資産 

 

２．眺望点 

３．景観づくりを支援する仕組み 

（１）景観づくり協定 

（２）景観づくり地域団体 

（３）その他技術的援助と助成の対象 

（４）表彰 
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